
平成１８年　月　　日

東京税理士会　　　　　　支部

　支部長　　　　　　　　　様

租税教育講師応募について

　私は、東京税理士会が実施する租税教育の講師となることを希望します。
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１．登録時研修（平成　    年　    月）

２．税理士のための法律基礎講座（平成　    年　    月）

３．租税訴訟補佐人制度に係る大学院研修

　　（平成　    年　    月修了）

履修した研修

　昨年１０月の募集に続き、租税教育講師希望者を追加募集いたします。

　応募資格

次のいずれかに該当する税理士登録後３年以上の会員

　１．登録時研修を受講した会員（登録後１年以内に行われる研修）

　２．「税理士のための法律講座」を受講した会員

　３．「租税に関する訴訟の補佐人制度」に係る大学院との提携研修を修了

した会員

　４．１～３の研修を履修していないが、租税法や各税法など租税の講師

の経験があり、適任として支部長の推薦を受けた会員

　応募者には、５月２６日（金）午後２時開催の「租税教育講師養成研修」

を受講いただき、履修後講師名簿に登録いたします。

　応募方法

　１～３に該当する会員は右の用紙に記入のうえ、５月１８日（木）までに所

属支部事務局まで郵送又はＦＡＸにて応募下さるようお願いいたします。

　４に該当する会員は所属する支部長の推薦が必要となります。詳細は下

記までお問い合わせください。

お問い合わせ先　東京税理士会広報課　　電話　０３－３３５６－４４７１

租税教育講師の追加募集について

本
会
で
は
昨
年
よ
り
租
税
教
育
の
講
師
を
教
育
機

関
等
に
派
遣
す
る
事
業
を
開
始
し
、
１
年
が
経
過
し

６３
件
の
租
税
教
室
を
開
催
し
た
。
こ
れ
を
機
に
こ
れ

ま
で
の
本
会
の
租
税
教
育
へ
の
取
組
み
を
振
り
返
っ

て
み
た
い
。

１
、
東
京
税
理
士
会
の
租
税
教
育

の
位
置
付
け

本
会
で
は
、
租
税
教
育
を
通
じ
て
申
告
納
税
制
度

の
維
持
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
、
納
税
者
又
は
国

民
へ
の
新
し
い
社
会
貢
献
事
業
と
し
て
位
置
付
け
て

い
る
。
租
税
教
育
を
通
じ
て
申
告
納
税
制
度
の
維
持

発
展
に
寄
与
し
、
広
く
社
会
に
向
け
て
国
民
の
信
頼

に
応
え
、
納
税
者
の
利
便
性
を
高
め
る
こ
と
が
出
来

れ
ば
、
申
告
納
税
制
度
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
税

理
士
制
度
の
発
展
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
平
成

１４
年
６
月
の
定
期
総
会
で
承
認
さ
れ
た
事
業
計
画
か

ら
広
報
室
の
事
業
に
「
租
税
教
育
に
関
す
る
事
項
」

が
掲
げ
ら
れ
た
。
平
成
１７
年
度
の
事
業
計
画
に
お
い

て
も
対
外
広
報
の
一
環
と
し
て
「
国
民
に
信
頼
さ
れ

る
租
税
制
度
の
発
展
に
資
す
る
た
め
、
租
税
教
育
を

実
施
す
る
」
こ
と
が
重
点
施
策
の
一
つ
に
な
っ
て
い

る
。２

、
東
京
税
理
士
会
の
租
税
教
育

の
目
的

教
育
基
本
法
の
目
的
は
「
平
和
的
な
国
家
及
び
社

会
の
形
成
者
」
と
し
て
「
自
主
的
精
神
に
充
ち
た
心

身
と
も
に
健
康
な
国
民
の
育
成
」
を
目
指
す
こ
と
に

あ
る
（
教
育
基
本
法
第
１
条
よ
り
）
。
租
税
教
育
に
つ

い
て
言
え
ば
税
制
の
仕
組
み
を
知
り
、
役
割
を
理
解

し
て
、
法
律
の
定
め
に
従
っ
て
納
税
し
、
租
税
立
法

の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
正
し
い
判
断
力
を
持
つ
国
民

を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
る
。

わ
が
国
の
租
税
制
度
の
基
本
で
あ
る
申
告
納
税
制

度
は
、
納
税
者
自
ら
の
計
算
に
よ
っ
て
租
税
債
務
を

確
定
し
、
自
ら
の
納
税
に
よ
り
そ
の
債
務
を
履
行
す

る
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
納
税
者
・
将
来
の
納

税
者
の
租
税
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
と
理
解
が
不

可
欠
で
、
そ
の
た
め
の
充
分
な
教
育
が
要
請
さ
れ

る
。ま

た
、
税
理
士
制
度
は
、
今
日
ま
で
、
税
理
士
に

納
税
者
の
代
理
人
と
し
て
極
め
て
高
い
公
共
性
と
独

占
性
を
付
与
し
て
き
た
。
税
理
士
法
第
１
条
に
は
、

税
理
士
の
使
命
と
し
て
「
納
税
義
務
の
適
正
な
実
現

を
図
る
」
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
税
理
士
は
納
税
者

の
代
理
人
と
し
て
日
頃
か
ら
納
税
者
に
接
し
、
納
税

者
の
状
況
、
実
態
を
把
握
し
、
租
税
に
関
す
る
法
令

を
熟
知
し
、
あ
る
べ
き
税
制
に
つ
い
て
主
張
や
提
言

を
す
る
専
門
的
能
力
を
も
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
税
理
士
は
、
租
税
教
育
の
テ

ー
マ
で
あ
る
、
税
と
は
何
か
、
な
ぜ
税
金
を
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
税
金
が
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
な
ど
税
の
役
割
に
つ
い

て
、
租
税
教
育
の
一
員
と
し
て
指
導
に
あ
た
る
こ
と

が
で
き
る
適
任
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

３
、
租
税
教
育
講
師
の
養
成
と
テ

キ
ス
ト
の
制
作

統
一
的
に
一
貫
性
を
持
っ
て
租
税
教
育
を
継
続
し

て
い
く
た
め
に
、
本
会
が
講
師
を
養
成
し
、
テ
キ
ス

ト
を
制
作
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
平
成
１６
年
１２
月
に
学
習
指

導
要
領
に
準
拠
し
た
高
校
生
向
け
副
読
本
「
知
っ
て

お
き
た
い

税
の
は
な
し
」
の
初
版
を
発
行
し
た
。

そ
の
内
容
は
「
日
本
に
お
け
る
税
の
歴
史
」
に
始
ま

り
、「
税
金
と
は
何
か
」「
税
金
は
ど
の
よ
う
に
決
め

ら
れ
る
か
」「
税
金
と
財
政
」「
さ
ま
ざ
ま
な
税
金
」

「
税
金
の
仕
組
み
と
計
算
方
法
」「
申
告
と
納
税
」

「
税
務
調
査
と
不
服
申
立
て
」「
納
税
者
の
権
利
と
義

務
」
と
続
き
、「
知
っ
て
い
ま
す
か
？
税
理
士
の
こ

と
」「
所
得
税
の
申
告
書
の
書
き
方
」
で
終
わ
っ
て
い

る
。
税
理
士
が
作
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
特
色
を
生

か
し
、
高
度
な
内
容
だ
が
わ
か
り
や
す
い
と
大
変
好

評
で
、
実
際
の
租
税
教
室
で
は
中
学
生
か
ら
社
会
人

ま
で
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
東
京
都
租

税
教
育
推
進
協
議
会
が
、
高
校
生
向
け
副
読
本
の
作

成
を
中
止
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
（
今
後
小
学
生
向

け
と
中
学
生
向
け
副
読
本
の
編
集
に
本
会
が
参
画
す

る
予
定
が
あ
る
）
。

本
会
は
平
成
１７
年
４
月
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
都
内

の
高
等
学
校
５
０
０
校
あ
ま
り
に
送
付
し
、
学
校
の

授
業
で
活
用
し
、
租
税
教
室
を
開
催
す
る
こ
と
の
働

き
か
け
を
行
っ
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
平
成
１７
年
６

月
に
デ
ー
タ
を
改
訂
し
た
平
成
１７
年
版
を
発
刊
し
、

現
在
平
成
１８
年
版
の
改
訂
作
業
を
進
め
て
い
る
。

講
師
養
成
に
つ
い
て
は
、
平
成
１６
年
１２
月
に
「
租

税
教
育
講
師
養
成
及
び
派
遣
等
に
関
す
る
実
施
基

準
」
を
制
定
し
た
。
講
師
と
な
る
会
員
の
要
件
に
つ

い
て
、
税
理
士
登
録
後
３
年
以
上
を
経
過
し
、
原
則

と
し
て
登
録
時
研
修
、
税
理
士
の
た
め
の
法
律
基
礎

講
座
、
租
税
訴
訟
補
佐
人
大
学
院
研
修
い
ず
れ
か
を

履
修
し
た
会
員
で
、
本
会
が
開
催
す
る
講
師
養
成
研

修
を
受
け
た
者
と
し
た
。
講
師
養
成
研
修
は
、
平
成

１７
年
５
月
に
は
講
師
に
現
役
の
高
校
教
諭
を
招
き
、

さ
ら
に
１２
月
に
は
会
員
講
師
に
よ
る
租
税
教
育
の
実

演
を
行
い
、
平
成
１７
年
度
中
に
２
６
５
名
の
講
師
を

登
録
し
た
。

４
、
租
税
教
育
推
進
協
議
会
へ
の

参
加
と
支
部
の
役
割

平
成
１６
年
６
月
、
本
会
は
「
東
京
都
租
税
教
育
推

進
協
議
会
」
に
賛
助
会
員
と
し
て
参
加
し
た
。
租
税

教
育
推
進
協
議
会
（
「
租
推
協
」
と
略
す
）
と
は
、

租
税
教
育
の
推
進
の
た
め
、
国
税
当
局
・
地
方
自
治

体
・
教
育
関
係
者
の
三
者
で
組
織
さ
れ
た
団
体
で
、

関
連
団
体
を
含
め
る
と
全
国
に
９
０
９
設
立
（
平
成

１７
年
３
月
３１
日
現
在
）
さ
れ
て
い
る
。教
材
の
作
成
、

研
究
会
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
、
租
税
教
室
の
開
催
等

を
目
的
と
し
て
お
り
、
税
理
士
会
が
租
税
教
育
を
行

う
に
当
た
っ
て
租
推
協
へ
の
参
画
は
重
要
で
あ
っ

た
。本

会
で
は
、
各
支
部
に
対
し
各
地
域
の
租
税
教
育

推
進
協
議
会
に
参
画
す
る
こ
と
と
各
支
部
の
広
報
部

等
の
事
業
計
画
に
「
租
税
教
育
」
を
掲
げ
る
こ
と
を

要
請
し
て
い
る
。こ
れ
は
、
他
会
の
例
か
ら
見
て
も
、

支
部
が
租
税
教
育
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す

た
め
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
町
田
支
部
で
は
、

本
会
に
先
行
し
て
教
育
関
係
者
と
接
触
し
、「
税
理
士

が
行
う
租
税
教
育
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
、「
こ
ど
も
達
の

税
サ
ミ
ッ
ト
」
等
の
行
事
を
実
施
し
、
数
多
く
の
租

税
教
室
を
開
催
し
て
き
た
。
町
田
支
部
が
発
行
す
る

冊
子
「
租
税
教
育
か
わ
ら
版
」
に
そ
の
模
様
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

５
、
ま
と
め

学
校
教
育
に
お
け
る
租
税
教
育
は
、
小
学
校
、
中

学
校
、
高
等
学
校
で
納
税
の
義
務
、
役
割
、
国
・
地

方
公
共
団
体
の
財
政
等
の
授
業
を
し
て
い
る
が
、
進

学
試
験
問
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
た
め
、
必
要
な

授
業
時
間
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
。
ま
た
、
学
校
教
員
の
多
く
は
給
与
所
得
者
で
あ

り
、
大
多
数
が
源
泉
徴
収
と
年
末
調
整
で
所
得
税
の

課
税
関
係
が
完
結
す
る
た
め
、
租
税
意
識
や
納
税
者

と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
に
く
い
実
情
に
あ
る
。
租
税

制
度
の
複
雑
化
と
相
俟
っ
て
、
税
務
の
専
門
家
に
よ

る
租
税
教
育
の
重
要
性
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
る
。

租
税
教
育
が
東
京
税
理
士
会
の
事
業
計
画
に
正
式

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ

り
、
本
会
と
し
て
の
本
格
的
な
取
組
み
は
ま
だ
始
ま

っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
そ
の
ニ
ー
ズ
は
急
速
に
増

し
て
い
る
。
今
後
の
租
税
教
育
事
業
の
展
開
に
ご
期

待
い
た
だ
き
た
い
。

東
京
税
理
士
会
の
租
税
教
育
へ
の
取
組
み
に
つ
い
て
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